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規 則

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 四 月 十 三 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 五 号

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 ｢ 第 三 十 七 条 ｣ を ｢ 第 三 十 六 条 の 二 ｣ に 、 ｢ 第 四 十 条 ｣ を ｢ 第 四 十 条 の 二 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 第 一 号 中 ｢ 、 県 た ば こ 税 及 び 固 定 資 産 税 ｣ を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 ｣ を ｢ 県 た ば

こ 税 、 自 動 車 取 得 税 、 自 動 車 税 及 び 固 定 資 産 税 ｣ に 改 め 、 同 号 ニ 中 ｢ 徴 収 ｣ を ｢ 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 徴 収 ｣ に 改 め 、

｢ 及 び 換 価 の 猶 予 ｣ を 削 り 、 同 号 ホ を 同 号 ヘ と し 、 同 号 ニ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

ホ 滞 納 処 分 に 関 す る 事 項

第 三 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 条 例 第 四 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 徴 収 取 扱 費 の 交 付 に 関 す る 事 項

第 五 条 第 一 項 第 四 号 中 ｢ 県 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 ｣ を ｢ 県 中 能 登 総 合 事 務 所 総 務 企 画 部 税 務 課 、 県 奥 能 登 総

合 事 務 所 総 務 企 画 部 納 税 課 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 二 条 第 二 項 中 ｢( 附 則 第 十 一 条 の 三 第 二 項 及 び 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ を 削 り 、 ｢ 第 七 十 八 条

の 四 第 九 項 ｣ を ｢ 第 七 十 八 条 の 四 第 四 項 ｣ に 、 ｢ 、 第 七 十 八 条 の 六 第 四 項 、 第 七 十 八 条 の 七 第 五 項 及 び 第 七 十 八 条 の

八 第 四 項 ｣ を ｢ 及 び 第 七 十 八 条 の 六 第 四 項 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 三 条 の 三 中 ｢ 条 例 第 二 十 七 条 の 二 ｣ を ｢ 法 第 二 十 条 の 九 の 三 第 四 項 ｣ に 、 ｢ 通 知 書 の 様 式 ｣ を ｢ 更 正 を す べ

き 理 由 が な い 旨 の 通 知 ｣ に 改 め 、 ｢ 、 第 二 十 三 号 の 三 様 式 に よ る ｣ の 下 に ｢ 更 正 を す べ き 理 由 が な い 旨 の 通 知 書 に よ

つ て す る ｣ を 加 え る 。

第 三 十 二 条 中 ｢ 第 五 十 三 条 第 四 十 七 項 ｣ を ｢ 第 五 十 三 条 第 四 十 六 項 ｣ に 改 め る 。

第 三 十 三 条 中 ｢ 第 五 十 三 条 第 四 十 八 項 ｣ を ｢ 第 五 十 三 条 第 四 十 七 項 ｣ に 改 め る 。

第 二 章 第 二 節 中 第 三 十 七 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 医 療 法 人 等 に 係 る 所 得 の 計 算 )

第 三 十 六 条 の 二 医 療 法 人 又 は 医 療 施 設 に 係 る 事 業 を 行 う 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ( 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 医 療 法 人 等 ｣

と い う 。) が 行 う 、 条 例 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 事 業 税 の 課 税 標 準 と な る 所 得 の 計 算 は 、 第 三 十 四 号 の 二 様 式 に よ る

医 療 法 人 等 に 係 る 所 得 金 額 の 計 算 書 ( 経 費 配 分 方 式 ) に よ つ て 行 い 、 こ れ を 当 該 事 業 税 の 申 告 書 と 併 せ て 、 知 事 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 医 療 法 人 等 が 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 七 条 第 一 項 の 適 用 を 受 け る 場 合 に お い

て は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 医 療 法 人 等 が 事 業 税 の 課 税 標 準 と な る 所 得 の 計 算 上 益 金 の 額 又 は 個 別 帰 属 益 金 額 ( 法 人 税 法 第 八 十 一 条 の 十 八 第

一 項 に 規 定 す る 個 別 帰 属 益 金 額 を い う 。) 及 び 損 金 の 額 又 は 個 別 帰 属 損 金 額 ( 法 人 税 法 第 八 十 一 条 の 十 八 第 一 項 に
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規 定 す る 個 別 帰 属 損 金 額 を い う 。) に 算 入 さ れ な い 部 分 を そ の 他 の 部 分 と 区 別 し て 経 理 し て い な い と き に お け る 当

該 事 業 税 の 課 税 標 準 と な る 所 得 の 計 算 は 、 前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 三 十 四 号 の 三 様 式 に よ る 医 療 法 人 等 に

係 る 所 得 金 額 の 計 算 書 ( 所 得 配 分 方 式 ) に よ つ て 行 い 、 こ れ を 当 該 事 業 税 の 申 告 書 と 併 せ て 、 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

第 三 十 九 条 中 ｢ 第 七 十 二 条 の 四 十 九 第 七 項 又 は 第 十 一 項 ｣ を ｢ 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 八 項 又 は 第 十 二 項 ｣ に 改

め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 法 人 の 設 立 等 の 届 出 の 様 式 )

第 三 十 九 条 の 二 条 例 第 六 十 二 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 第 三 十 五 号 の 三 様 式 に よ つ て し な け れ ば な ら な い 。

第 二 章 第 二 節 中 第 四 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 社 会 保 険 診 療 等 に 係 る 所 得 の 計 算 )

第 四 十 条 の 二 個 人 の 行 う 事 業 に 対 す る 条 例 第 六 十 三 条 の 二 に 規 定 す る 事 業 税 の 課 税 標 準 と な る 所 得 の 計 算 は 、 第 三

十 六 号 の 四 様 式 に よ る 社 会 保 険 診 療 等 に 係 る 所 得 の 明 細 書 に よ つ て 行 い 、 こ れ を 当 該 事 業 税 の 申 告 書 と 併 せ て 、 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 十 三 条 の 三 第 二 項 中 ｢ 当 該 施 設 の 経 営 者 ｣ を ｢ 第 三 十 八 号 の 四 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 利 用 税 等 級 決 定 通 知 書 に よ

り 当 該 施 設 の 経 営 者 ｣ に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。
( ゴ ル フ 場 利 用 税 の 非 課 税 の 適 用 に 係 る 申 請 等 )

第 四 十 三 条 の 四 法 第 七 十 五 条 の 二 、 法 第 七 十 五 条 の 三 又 は 条 例 第 八 十 九 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者

は 、 第 三 十 八 号 の 五 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 利 用 税 非 課 税 ・ 課 税 免 除 適 用 申 請 書 を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。

２ ゴ ル フ 場 利 用 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 法 第 七 十 五 条 の 三 又 は 条 例 第 八 十 九 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す

る 者 か ら 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 適 用 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て は 、 第 三 十 八 号 の 六 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 利 用 税 の

非 課 税 ・ 課 税 免 除 適 用 競 技 会 開 催 等 届 出 書 を 所 管 県 総 合 事 務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( ゴ ル フ 場 利 用 税 の 課 税 の 特 例 に 係 る 届 出 )

第 四 十 三 条 の 五 ゴ ル フ 場 利 用 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 は 、 条 例 第 八 十 九 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け

よ う と す る 者 を 確 認 し た 場 合 に お い て は 、 第 三 十 八 号 の 七 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 利 用 税 の 軽 減 税 率 適 用 届 出 書 を 所 管

県 総 合 事 務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( ゴ ル フ 場 利 用 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 登 録 申 請 書 等 の 様 式 )

第 四 十 四 条 の 二 条 例 第 九 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 第 三 十 八 号 の 八 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 利 用 税 特 別 徴 収 義

務 者 登 録 ( 変 更 ) 申 請 書 に よ つ て し な け れ ば な ら な い 。

第 四 十 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( ゴ ル フ 場 の 休 業 及 び 再 開 届 の 様 式 )

第 四 十 六 条 の 二 条 例 第 九 十 六 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 は 、 第 四 十 一 号 の 三 様 式 に よ る ゴ ル フ 場 ( 休 業 ・

再 開 ・ 廃 業 ) 届 に よ つ て す る 。

第 五 十 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 五 十 五 条 削 除

第 六 十 九 条 の 二 第 二 項 中 ｢ 第 六 十 八 号 の 二 様 式 ｣ の 下 に ｢ 又 は 第 六 十 八 号 の 三 様 式 ｣ を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 削 り 、

同 条 第 四 項 中 ｢ 第 百 四 十 一 条 第 五 項 ｣ を ｢ 第 百 四 十 一 条 第 七 項 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

第 六 十 九 条 の 三 を 削 る 。

附 則 第 三 項 の 前 に 見 出 し と し て ｢( 不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 請 書 等 の 様 式 )｣ を 付 す る 。

附 則 第 四 項 中 ｢ 第 七 十 条 の 四 第 七 項 ｣ を ｢ 第 七 十 条 の 四 第 二 十 六 項 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 五 項 中 ｢ 条 例 附 則 第 十 一 条 の 三 第 二 項 ｣ を ｢ 法 附 則 第 十 一 条 の 四 第 二 項 ｣ に 、 ｢ 条 例 第 七 十 六 条 第 二 項 ｣ を

｢ 法 附 則 第 七 十 三 条 の 二 十 五 第 二 項 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 六 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 法 人 の 県 民 税 等 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 所 管 区 域 等 の 特 例 除 外 )

６ 条 例 附 則 第 十 九 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 法 人 の 県 民 税 、 利 子 割 、 配 当 割 、 株 式 等 譲 渡 所 得 割 、 法 人 の

事 業 税 、 軽 油 引 取 税 、 鉱 区 税 及 び 狩 猟 税 の 賦 課 徴 収 ( 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 特 別 徴 収 義 務 者 に 係 る 賦 課 徴 収 に 限

る 。) に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 法 第 十 三 条 の 二 第 三 項 後 段 に 規 定 す る 繰 上 徴 収 の 納 期 限 の 変 更 の 告 知 に 関 す る 事 項
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二 督 促 状 の 発 付 に 関 す る 事 項

三 法 第 十 三 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 繰 上 徴 収 の 告 知 後 の 徴 収 及 び 督 促 状 発 付 後 の 徴 収 に 関 す る 事 項

四 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 徴 収 の 猶 予 及 び 換 価 の 猶 予 に 関 す る 事 項

五 滞 納 処 分 に 関 す る 事 項

六 延 滞 金 の 減 免 に 関 す る 事 項

附 則 第 七 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 個 人 の 県 民 税 等 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 所 管 区 域 等 の 特 例 除 外 )

７ 条 例 附 則 第 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 個 人 の 県 民 税 、 個 人 の 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 ゴ ル フ 場

利 用 税 及 び 軽 油 引 取 税 の 賦 課 徴 収 ( 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 特 別 徴 収 義 務 者 に 係 る 賦 課 徴 収 を 除 く 。) に 関 す る 次

に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 法 第 十 三 条 の 二 第 三 項 後 段 に 規 定 す る 繰 上 徴 収 の 納 期 限 の 変 更 の 告 知 に 関 す る 事 項

二 督 促 状 の 発 付 に 関 す る 事 項

三 法 第 十 三 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 繰 上 徴 収 の 告 知 後 の 徴 収 及 び 督 促 状 発 付 後 の 徴 収 に 関 す る 事 項

四 法 第 十 五 条 に 規 定 す る 徴 収 の 猶 予 及 び 換 価 の 猶 予 に 関 す る 事 項

五 滞 納 処 分 に 関 す る 事 項

六 延 滞 金 の 減 免 に 関 す る 事 項

別 記 第 三 号 様 式 中 ｢殿｣ を ｢様｣ に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２ 中 ｢第18条第６号の助成金｣ を ｢第49条第１項第６号の助

成金等｣ に 改 め る 。

別 記 第 四 号 様 式 及 び 別 記 第 五 号 様 式 を 削 る 。

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 様 式 目 次 中

｢

を

｣

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 八 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 七 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 六 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 五 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 四 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 外 国 人 留 学 生 用 寄 宿 舎 関

係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 土 地 改 良 区 等 関 係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 農 地 保 有 合 理 化 促 進 事 業

関 係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 事 業 協 同 組 合 等 関 係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 市 街 地 再 開 発 組 合 関 係 )

第 二 十 条

第 二 十 条

第 二 十 条

第 二 十 条

第 二 十 条
｢

に ､
｣第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 六 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 五 )

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 四 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 土 地 改 良 区 関 係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 事 業 協 同 組 合 等 関 係 )

不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 告 書 ( 再 開 発 会 社 関 係 )

第 二 十 条

第 二 十 条

第 二 十 条

｢ ｣ を第 三 十 四 号 様 式 法 人 税 額 等 通 知 書 第 三 十 五 条

｢

に ､

｣第 三 十 四 号 の 三 様 式

第 三 十 四 号 の 二 様 式

第 三 十 四 号 様 式

医 療 法 人 等 に 係 る 所 得 金 額 の 計 算 書 ( 所 得 配 分 方 式 )

医 療 法 人 等 に 係 る 所 得 金 額 の 計 算 書 ( 経 費 配 分 方 式 )

法 人 税 額 等 通 知 書

第 三 十 六 条 の 二

第 三 十 六 条 の 二

第 三 十 五 条

｢

を

｣

第 三 十 五 号 の 二 様 式 申 告 期 限 延 長 承 認
取 消

変 更
通 知 書 第 三 十 七 条 の 三

｢

に ､

｣第 三 十 五 号 の 三 様 式 ( そ の 四 )

第 三 十 五 号 の 三 様 式 ( そ の 三 )

第 三 十 五 号 の 三 様 式 ( そ の 二 )

第 三 十 五 号 の 三 様 式 ( そ の 一 )

第 三 十 五 号 の 二 様 式

法 人 税 に 係 る 連 結 納 税 の 承 認 等 の 届 出 書

法 人 の 解 散 ( 清 算 ) ・ 合 併 届

法 人 の 異 動 届

法 人 の 設 立 ( 支 店 ・ 出 張 所 等 の 設 定 ) ・ 廃 止 届

申 告 期 限 延 長 承 認
取 消

変 更
通 知 書

第 三 十 九 条 の 二

第 三 十 九 条 の 二

第 三 十 九 条 の 二

第 三 十 九 条 の 二

第 三 十 七 条 の 三

｢ ｣ を第 三 十 六 号 の 三 様 式 災 害 に よ る 個 人 事 業 税 の 減 免 申 請 書 第 四 十 条

｢

に ､

｣第 三 十 六 号 の 四 様 式

第 三 十 六 号 の 三 様 式

社 会 保 険 診 療 等 に 係 る 所 得 の 明 細 書

災 害 に よ る 個 人 事 業 税 の 減 免 申 請 書

第 四 十 条 の 二

第 四 十 条

｢ ｣ を第 三 十 八 号 の 三 様 式 ゴ ル フ 場 利 用 税 等 級 決 定 ( 取 消 ) 通 知 書 第 四 十 三 条 の 三



め る

｡

第 五 号 様 式 ( そ の 十 ) 中

め る

｡

第 七 号 様 式 ( そ の 一 ) を 次 の よ う に 改 め る

｡
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｢

に ､

｣第 三 十 八 号 の 八 様 式 ( そ の 二 )

第 三 十 八 号 の 八 様 式 ( そ の 一 )

第 三 十 八 号 の 七 様 式

第 三 十 八 号 の 六 様 式

第 三 十 八 号 の 五 様 式

第 三 十 八 号 の 四 様 式

第 三 十 八 号 の 三 様 式

ゴ ル フ 場 利 用 税 特 別 徴 収 義 務 者 登 録 ( 変 更 ) 申 請 書

ゴ ル フ 場 利 用 税 特 別 徴 収 義 務 者 登 録 申 請 書

ゴ ル フ 場 利 用 税 の 軽 減 税 率 適 用 届 出 書

ゴ ル フ 場 利 用 税 の 非 課 税 ・ 課 税 免 除 適 用 競 技 会 開 催 等 届

出 書
ゴ ル フ 場 利 用 税 非 課 税 ・ 課 税 免 除 適 用 申 請 書

ゴ ル フ 場 利 用 税 等 級 決 定 通 知 書

ゴ ル フ 場 利 用 税 等 級 決 定 ( 取 消 ) 通 知 書

第 四 十 四 条 の 二

第 四 十 四 条 の 二

第 四 十 三 条 の 五

第 四 十 三 条 の 四

第 四 十 三 条 の 四

第 四 十 三 条 の 三

第 四 十 三 条 の 三

｢

を

｣第 四 十 一 号 様 式

第 三 十 九 号 様 式 ( そ の 二 ) か

ら 第 四 十 一 号 様 式 ( そ の 一 )

ま で

ゴ ル フ 場 利 用 税 納 入 申 告 書

削 除

第 四 十 六 条

｢

に 改

｣第 四 十 一 号 の 二 様 式

第 四 十 一 号 様 式

第 四 十 号 様 式

ゴ ル フ 場 ( 休 業 ・ 再 開 ・ 廃 業 ) 届

ゴ ル フ 場 利 用 税 納 入 申 告 書

削 除

第 四 十 六 条 の 二

第 四 十 六 条

｢

を

｣

区 分
課税標準額� 税率� 税額から減額する額� 納付すべき税額�×�－�＝�

土
地
・
家
屋

更 正 額 円 円 円

賦 課 済 額

差引不足額

｢

に 改

｣

区 分
課税標準額�円 税率� 税額から減額する額�円 納付すべき税額�×�－�＝�円

更

正

後

土 地
円 円

家 屋

税 額

更

正

後

土 地

家 屋

税 額

共 同 取 得 者



第７号様式 (その１)
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年 月 日

様

石川県 事務所長

法人県民税 法人事業税 地方法人特別税 更 正 決 定 加算金決定 通 知 書

法人県民税 法人事業税 地方法人特別税 の 課税標準額 税 額 加 算 金 を次のとおり 更正 決定 したので､ 通知します｡

年度随時 登録番号 事業年度 年 月 日 から 年 月 日 まで

法 人 事 業 税 及び 地 方 法 人 特 別 税 法 人 県 民 税

区 分 課 税 標 準 額 税 率
( / 100) 税 額

更

正

・

決

定

課 税

標準額

(使途秘匿金税額等) ( )

法

人

事

業

税

更

正

・

決

定

所

得

割

所 得 金 額 総 額
兆 十億 百万 千 円

総 額
年 万円
以下の金額 / 100

兆 十億 百万 千 円
本 県 分

年 万円を超え
年 万円以下の金額 / 100 税 率 / 100
年 万円
を超える金額 / 100 法 人 税 割 額 ①

計 ��
外 国 法 人 税 額 控 除 額 ②

軽減税率不適
用法人の金額 �� / 100

仮装経理に基づく控除額 ③
価
値
割

付

加

付 加 価 値 額 総 額
利 子 割 額 の 控 除 額 ④付加価値額 �� / 100

租税条約の実施に係る控除額 ⑤資
本
割

資本金等の額総額

差引①－②－③－④－⑤ ⑥資本金等の額 �� / 100

収
入
割

収 入 金 額 総 額

更

正

前

課 税 標 準 額

収 入 金 額 �� / 100
法 人 税 割 額 ⑦

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 ��
外 国 法 人 税 額 控 除 額 ⑧

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 控 除 額 ��
仮装経理に基づく控除額 ⑨

差引��＋��＋��＋��－��－��又は��＋��＋��＋��－��－�� ��
利 子 割 額 の 控 除 額 ⑩

更

正

前

所

得

金

額

所 得 金 額 総 額
兆 十億 百万 千 円

租税条約の実施に係る控除額 ⑪年 万円
以下の金額 / 100

兆 十億 百万 千 円

年 万円を超え
年 万円以下の金額 / 100 差引⑦－⑧－⑨－⑩－⑪ ⑫
年 万円
を超える金額 / 100

差 引 増 減 法 人 税 割 額 ⑥ － ⑫ ⑬
計 �� 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が

過 大 で あ る 場 合 の 納 付 額 �� ⑭軽減税率不適
用法人の金額 �� / 100

納 付 す べ き 法 人 税 割 額 ⑬ ＋ ⑭ ⑮
付 加 価 値 額 �� / 100

事 務 所 等 を 有 し て い た 月 数
月

資 本 金 等 の 額 �� / 100

更 正 ・ 決 定 均 等 割 額 ⑯収 入 金 額 �� / 100

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 �� 更 正 前 均 等 割 額 ⑰

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 控 除 額 �� 差 引 増 減 均 等 割 額 ⑯ － ⑰ ⑱
差引��＋��＋��＋��－��－��又は��＋��＋��＋��－��－�� ��

納 付 す べ き 県 民 税 額 ⑮ ＋ ⑱ ⑲
納 付 す べ き 事 業 税 額 �� － �� ��

利
子
割
額
に
関
す
る
計
算

利子割額 (控除されるべき額) ⑳

地

方

法

人

特

別

税

更
正
・
決
定

所得割に係る税額 �� / 100
兆 十億 百万 千 円

控 除 し た 金 額
(①－②－③と⑳のうち少ない額) ��収入割に係る税額 �� / 100

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 �� 控除できなかつた金額⑳－ �� ��
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 控 除 額 �� 既に還付を請求した利子割額 ��
差 引 �� ＋ �� － �� － �� �� 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が

過大である場合の納付額 ��－ �� ��
更

正

前

所得割に係る税額 �� / 100
兆 十億 百万 千 円

還 付 利 子 割 額 ��－��収入割に係る税額 �� / 100

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 �� 分 割 基 準 更 正 前 更正・決定

県 民 税 (人)
本県分租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 控 除 額 ��
総 数差 引 �� ＋ �� － �� － �� ��

事

業

税

従業者数・発電所
用固定資産の価額
(人・円)

本県分納 付 す べ き 地 方 法 人 特 別 税 額 �� － �� ��
総 数納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額 ��＋��

事務所数・(総)固
定資産の価額・軌
道の延長ＫＭ数
(所・円・ＫＭ)

本県分
翌期に繰り越す欠損金等の額

更 正 前 更正・決定

総 数

法 人 事 業 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 の 加 算 金 指 定 納 期 限

区 分 基礎となる税額 加 算 金 額 �� 既納付加算金額 �� 納付すべき加算金額 ��－�� 年 月 日

申 告 加 算 金

更 正 の 請 求 日重 加 算 金

年 月 日合 計

備

考

納付場所 石川県指定金融機関､ 石川県指定代理金融機関､ 石川県収納代理金融機関又は石川県内の県総合 (県税) 事務所

１ この更正 (決定) は､ 地方税法第55条､ 第72条の39､ 第72条の41､ 第72条の41の２､ 第72条の46､ 第72条の47若しくは第72条の49又は地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条若しくは第15条
の規定によつて更正 (決定) したものですから､ 納付すべき金額を指定納期限までに納付してください｡
２ この更正 (決定) について不服があるときは､ この通知書を受け取つた日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法第５条の規定により知事に審査請求をすることができます｡ 審査請求書は､
正副２通を作成し､ なるべく当所を経由して提出してください｡
３ 処分の取消しの訴えは､ 上記審査請求に対する裁決を経た場合に限り､ 当該審査請求に係る裁決の送達を受け取つた日の翌日から起算して６箇月以内に､ 県を被告として (知事が､ 被告の代表者
となります｡) 提起することができます｡ ただし､
① 審査請求があつた日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき､
② 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
は､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡
４ この通知書により納付すべき税額に､ 申告書の提出期限の翌日から納付の日までの期間 (延滞金の控除期間がある場合には､ その期間を除く｡) の日数に応じ､ 年14.6パーセント (指定納期限まで
の期間又は指定納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3パーセント (当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定に
より定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は､ 当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合)) の割
合を乗じて計算した額の延滞金を加算して徴収します｡ この場合において､ 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき､ 又はその税額の全額が2,000円未満であるときは､ その端
数金額又はその全額を切り捨てて延滞金の額を計算し､ 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき､ 又はその全額が1,000円未満であるときは､ その端数金額又はその全額を切り捨てます｡
５ 会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため､ 納期限の延長が認められている場合には､ この通知書により納付すべき税額に､ 事業年度終
了の日後２月を経過した日から延長された納期限までの期間の日数に応じ､ 年 パーセントの割合を乗じて計算した額と４により計算した端数計算前の額との合計額の延滞金を加算し
て徴収します｡ この場合における端数計算は､ ４の場合と同様です｡



第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 四 ) 中 ｢市街地再開発組合｣ を ｢再開発会社｣ に ､ ｢殿｣ を ｢様｣ に ､ ｢組合名｣ を ｢法人

名｣ に ､ ｢譲渡する｣ を ｢譲受け｣ に ､ ｢組合員｣ を ｢予定者等｣ に 改 め ､ 同 様 式 備 考 １ 中 ｢敷地の取得にあつては３

年､ 建築物の取得にあつては６月以内に組合が当該組合の組合員 (参加組合員を除く｡) に譲渡する｣ を ｢都市開発

法に定める工事の完了の公告があつた日の翌日に譲受け予定者等が譲り受ける｣ に 改 め る

｡

第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 五 ) を 削 り ､ 第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 六 ) を 第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 五 ) と し ､ 第 十 九 号

の 三 様 式 ( そ の 七 ) 中 ｢土地改良区等｣ を ｢土地改良区｣ に 改 め ､ ｢又は法人｣ 及 び ｢又は農地保有合理化法人｣ を

削 り ､ 同 様 式 を 第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 六 ) と し ､ 第 十 九 号 の 三 様 式 ( そ の 八 ) を 削 る

｡

第 二 十 三 号 の 三 様 式 中 ｢石川県税条例第27条の２｣ を ｢地方税法第20条の９の３第４項｣ に 改 め る

｡

第 二 十 六 号 の 五 十 様 式 備 考 １ 中 ｢通知書｣ を ｢計算書｣ に 改 め る

｡

第 三 十 二 号 の 二 様 式 中 ｢第53条第45項｣ を ｢第53条第44項｣ に ､ ｢第53条第46項｣ を ｢第53条第45項｣ に 改 め る

｡

第 三 十 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る

｡

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報6



第 三 十 四 号 様 式 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る

｡

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 7
第
34
号
様
式

法
人

税
額

等
通

知
書

第
号

年
月

日

市
町
長
様

石
川
県

事
務
所
長

印 �
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
｡

法
人

番
号

法
源

番
号

法
人
名

連
絡
先
所
在
地

事
業
年
度

課
税
所
得

(使
途
秘
匿
金
税
額
等
)

法
人

税
額

法
人
税

処
理
年
月
日

重
加
対
応
所
得

摘
要

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・

・
・
か
ら

・
・
ま
で

(
)

・
・



第34号の２様式

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報8

医療法人等に係る所得金額の計算書 (経費配分方式)

(その１) 事業 ・ ・ から

年度 ・ ・ まで
法人名

総所得金額 (第６号様式別表５再仮計) �
計算の基礎と

する収入金額

社 会 保 険 診 療 に 係 る 収 入 金 額 [�] �
医 療 保 健 業 の 総 収 入 金 額 [�] �

経費の額の内訳

社 会 保 険 診 療 に 係 る 専 属 経 費 [�] �
社 会 保 険 診 療 以 外 に 係 る 専 属 経 費 [カ�] �
共 通 経 費 [キ�] �

社会保険診療に

係る所得の計算

社 会 保 険 診 療 に 係 る 経 費 の 額 [�＋�×�／�] �
社 会 保 険 診 療 に 係 る 所 得 金 額 [�－�] �

課 税 所 得

金 額 の 計 算

当 期 分 の 所 得 金 額 [�－�] �
繰 越 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 当 期 控 除 額 �
課 税 標 準 と な る 所 得 金 額 [�－�] �

計算の基礎とする収入金額の計算

社

会

保

険

診

療

に

係

る

収

入

金

額

健 康 保 険 法 円

医

療

保

健

業

に

係

る

そ

の

他

の

収

入

金

額

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 円

国 民 健 康 保 険 法 介 護 保 険 法
高 齢 者 の 医 療 の
確 保 に 関 す る 法 律 自 費 診 療 収 入

船 員 保 険 法 入院料､ ベッド代差額収入

国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 健康診断 ､ 予 防 注 射 等
受 託 医 療 収 入

防 衛 省 の 職 員 の
給 与 等 に 関 す る 法 律 そ の 他 の 医 療 収 入

地方公務員等共済組合法 利子補給金・事務取扱手数料等

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 患者､ 付添人食事代収入

戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 健 康 診 断 等 証 明 収 入

母 子 保 健 法 受託技工､ 検査料等収入

児 童 福 祉 法 嘱 託 収 入
原子爆弾被爆者に対する
援 護 に 関 す る 法 律 利 子 等 及 び 配 当 等 収 入

生 活 保 護 法 電話､ 電気､ ガス､ テレビ､
寝 具 等 使 用 料 収 入

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律 生産品販売・不用品売却収入
精神保健及び精神障害者
福 祉 に 関 す る 法 律

麻薬及び向精神薬取締法
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察等に関する法律

介 護 保 険 法

障 害 者 自 立 支 援 法

法 人 税 別 表 四 法 人 税 別 表 四

計 (上記の�欄へ) � 計 �
その他の収

入に含めな

い収入金額

・その他の

事業の収入

金額

その他の事業
の収入金額

軽微なものとし
て医療保険業の
収入金額に含め
るもののみ記載

商品販売収入
物品・資産
貸 付 収 入

法人税別表四

法 人 税 別 表 四 計 �
計 医療保健業の総収入金額 �＋�＋�

(上記の�欄へ) �



第34号の２様式

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 9

医療法人等に係る所得金額の計算書 (経費配分方式)

(その２) 事業 ・ ・ から

医療保健業に係る経費の明細 年度 ・ ・ まで
法人名

区 分 金 額 区 分 金 額

社
会
保
険
診
療
に
係
る
専
属
経
費

円

共

通

経

費

円

法 人 税 別 表 四

計 (本表の�欄へ) �
社
会
保
険
診
療
以
外
に
係
る
専
属
経
費
・
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
経
費

(

軽
微
な
も
の
以
外)

法 人 税 別 表 四 法 人 税 別 表 四

計 (本表の�欄へ) カ� 計 (本表の�欄へ) キ�



第34号の３様式

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報10

医療法人等に係る所得金額の計算書 (所得配分方式)

(その１) 事業 ・ ・ から

年度 ・ ・ まで
法人名

総所得金額 (第６号様式別表５再仮計) �
医療保健業とその他の
事業とを併せて行う場合
又は土地譲渡益等がある
場 合 の 所 得 の 区 分

医 療 保 健 業 の 所 得 金 額 [�－�－�] �
そ の 他 の 事 業 の 所 得 金 額 �
土 地 譲 渡 益 等 �

社 会 保 険

診療に係る

所得の計算

計算の基礎と

する収入金額

社 会 保 険 診 療 に 係 る 収 入 金 額 [�] �
医 療 保 健 業 の 総 収 入 金 額 [�] �

社 会 保 険 診 療 に 係 る 所 得 金 額
[ � × � ／ � 又 は � × � ／ � ] �

課 税 所 得

金額の計算

当 期 分 の 所 得 金 額 [�－�] �
繰 越 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 当 期 控 除 額 �
課 税 標 準 と な る 所 得 金 額 [�－�] �

計算の基礎とする収入金額の計算

社

会

保

険

診

療

に

係

る

収

入

金

額

健 康 保 険 法 円

医

療

保

健

業

に

係

る

そ

の

他

の

収

入

金

額

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 円

国 民 健 康 保 険 法 介 護 保 険 法
高 齢 者 の 医 療 の
確 保 に 関 す る 法 律 自 費 診 療 収 入

船 員 保 険 法 入院料､ ベッド代差額収入

国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 健康診断 ､ 予 防 注 射 等
受 託 医 療 収 入

防 衛 省 の 職 員 の
給 与 等 に 関 す る 法 律 そ の 他 の 医 療 収 入

地方公務員等共済組合法 利子補給金・事務取扱手数料等

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 患者､ 付添人食事代収入

戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 健 康 診 断 等 証 明 収 入

母 子 保 健 法 受託技工､ 検査料等収入

児 童 福 祉 法 嘱 託 収 入
原子爆弾被爆者に対する
援 護 に 関 す る 法 律 利 子 等 及 び 配 当 等 収 入

生 活 保 護 法 電話､ 電気､ ガス､ テレビ､
寝 具 等 使 用 料 収 入

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律 生産品販売・不用品売却収入
精神保健及び精神障害者
福 祉 に 関 す る 法 律

麻薬及び向精神薬取締法
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を
行った者の医療及び観察等に関する法律

介 護 保 険 法

障 害 者 自 立 支 援 法

法 人 税 別 表 四 法 人 税 別 表 四

計 (上記の�欄へ) � 計 �
その他の収

入に含めな

い収入金額

・その他の

事業の収入

金額

その他の事業
の収入金額

軽微なものとし
て医療保険業の
収入金額に含め
るもののみ記載

商品販売収入
物品・資産
貸 付 収 入

法人税別表四

法 人 税 別 表 四 計 �
計 医療保健業の総収入金額 �＋�＋�

(上記の�欄へ) �



第 三 十 五 号 の 二 様 式 の 次 に 次 の 四 様 式 を 加 え る

｡

第35号の３様式 (その１)

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 11

※
処理
事項

入力処理年月日 ・ ・

法 人 番 号

法人の設立 (支店・出張所等の設置) ・廃止届

年 月 日

石川県 事務所長 様

本 店

所 在 地

〒

電話 ( ) －

ふ り が な

法 人 名

代 表 者

氏 名 印
�

送 付 先

〒

電話 ( ) －

関
与
税
理
士
氏
名

及

び

連

絡

先

石川県税条例第62条により､ 次のとおり届けます｡

届出の区分

(いずれかに○)
１. 設立 ２. 支店・出張所等の設置 ３. 支店・出張所等の廃止

本店に関すること 支店・出張所等に関すること

設 立 年 月 日 年 月 日 設 置 ( 廃 止 )

年 月 日
年 月 日

(

局

番)

資 本 金 の 額

又は出資金の額
円

名 称

資本金等の額 円

所 在 地
電話 ( ) －

事 業 年 度

年 回

月 日から 月 日まで

月 日から 月 日まで

石川県内の他の支店等の有無

(｢届出の区分｣が廃止の場合のみ記載)
有 ・ 無

地方税の申告

期限の延長の

処分 (承認) の

有 無

事
業
税

有
・
無

・ ・
の事業年度から 月間

・ ・ 事 業 の

種 類住
民
税

有
・
無

・ ・
の事業年度から 月間

・ ・

事務所・事業所

の 設 置 状 況

(いずれかに○)

１. 石川県のみ

２. ２の都道府県にまたがる

３. ３以上の都道府県にまたがる

摘 要

備考 １ ｢処理事項｣ の欄は､ 記載しないでください｡
２ ｢送付先｣ の欄は､ 本店所在地を送付先とする場合は記載の必要はありません｡
３ ｢地方税の申告期限の延長の処分 (承認) の有無｣ の欄は､ 新たに支店等を設置した場合に､ 既に地
方税法第72条の25第３項等の規定により申告書の提出期限の延長の承認を受けているときに､ ｢有｣を○
で囲み､ 延長された最初の事業年度及び延長月数を記載してください｡
なお､ ｢有｣を○で囲まれた場合は､ 本店所在地の知事に提出した届出書 (申請書) の写しを添付くだ
さるようお願いします｡ (石川県に本店のある法人は添付不要です｡)
４ 定款及び登記事項証明書の写しを添付してください｡

受付

印



第35号の３様式 (その２)

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報12

※
処理
事項

入力処理年月日 ・ ・

法 人 番 号

法 人 の 異 動 届

年 月 日

石川県 事務所長 様

本 店

所 在 地

〒

電話 ( ) －

ふ り が な

法 人 名

代 表 者

氏 名 印
�

次のとおり異動があったので石川県税条例第62条により届けます｡

区 分 移転 (変更) 年月日 新 旧

ふりがな

・ ・
法 人 の 名 称

本店の所在地 ・ ・
関
与
税
理
士
氏
名

及

び

連

絡

先

支店・出張所

等 の 所 在 地
・ ・

代 表 者 ・ ・

事 業 年 度 ・ ・

月 日から

月 日まで

月 日から

月 日まで

月 日から

月 日まで

月 日から

月 日まで

(

局

番)

資 本 金 の 額

又は出資金の額
・ ・

資本金等の額 ・ ・

事務所・事業所

の 設 置 状 況
・ ・

１. 本県のみ

２. ２の都道府県にまたがる

３. ３以上の都道府県にまたがる

１. 本県のみ

２. ２の都道府県にまたがる

３. ３以上の都道府県にまたがる

送 付 先 ・ ・

そ の 他 ・ ・

摘 要

備考 １ ｢処理事項｣ の欄は､ 記載しないでください｡

２ ｢事務所・事業所の設置状況｣ 欄は､ 該当する箇所を○で囲んでください｡

３ 異動事項を証する書類 (登記事項証明書の写し等) を添付してください｡

受付

印



第35号の３様式 (その３)

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 13

※
処理
事項

入力処理年月日 ・ ・

法 人 番 号

法 人 の 解 散 ( 清 算 ) ・ 合 併 届

年 月 日

石川県 事務所長 様

法 人 の

所 在 地

〒

電話 ( ) －

ふ り が な

法 人 名

代表者 (清算

人) 氏名印
�

石川県税条例第62条により､ 次のとおり届けます｡

届出の区分

(いずれかに○)
１. 解 散 ２. 清 算 ３. 合 併

解散 (清算) に関すること 合併に関すること

解 散 (清算)

年 月 日
年 月 日 合 併 年 月 日 年 月 日

清

算

人

住 所 合

併

法

人

所 在 地

氏 名 名 称

電 話 番 号 電 話 番 号

解散理由 (※清算の場合は記載不要) 被
合
併
法
人

所 在 地

名 称

添 付 書 類 登記事項証明書 (写し) 添 付 書 類

定款 (写し)

登記事項証明書 (写し)

合併契約書 (写し)

関与税理士氏名

及 び 連 絡 先
( ) 局 番

備考 １ ｢処理事項｣ の欄は､ 記載しないでください｡

２ 解散又は清算の場合は登記事項証明書の写しを､ 合併の場合は定款､ 登記事項証明書及び合併契約書

の写しを添付してください｡

受付

印



第35号の３様式 (その４)
第 三 十 六 号 の 三 様 式 中 ｢殿｣ を ｢様｣ に ､ ｢被害資産｣ を ｢所有資産｣ に 改 め る

｡
第 三 十 六 号 の 三 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る

｡
平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報14

※
処理
事項

入力処理年月日 ・ ・

法 人 番 号

法 人 税 に 係 る 連 結 納 税 の 承 認 等 の 届 出 書

年 月 日

石川県 事務所長 様

本 店

所 在 地

〒

電話 ( ) －

ふ り が な

法 人 名

代 表 者

氏 名 印
�

石川県税条例第62条により､ 次のとおり届けます｡
関
与
税
理
士
氏
名

及

び

連

絡

先

連 結 法 人 の 種 類
□ 連結親法人

□ 連結子法人
区分

□ 左記の連結法人となった｡

□ 左記の連結法人でなくなった｡

上記区分に該当する

こととなった事由

□ 連結納税の承認申請の承認があった｡

□ 完全支配関係を有することとなった｡

□ 連結完全支配関係等を有しなくなった｡

(原因： )

□ 連結納税の承認の取消しの処分があった｡

□ 連結納税適用の取りやめの承認があった｡

(

局

番)

事 由 が 生 じ た 日 年 月 日

最初連結

親 法 人

事業年度

自 年 月 日

至 年 月 日

法 人 の 区 分
□ 時価評価法人

□ 関連法人

連 結 子 法 人

適用開始事業年度

自 年 月 日

至 年 月 日

この届出の事由により

事 業 年 度 を 変 更

することとなる場合

変更前
自 年 月 日

至 年 月 日
変更後

自 年 月 日

至 年 月 日

加 入 時 期 の 特 例

□ 有

□ 無

連結法人となる

前の申告期限の

延長の処分 (承

認) の有無

事業税
有
・
無

・ ・
の事業年度から 月間

・ ・

住民税
有
・
無

・ ・
の事業年度から 月間

・ ・

連 結 親 法 人

※納税義務者が連結子

法人である場合に記

入してください｡

ふりがな

法 人 名

本店所在地

備考 １ ｢処理事項｣ の欄は､ 記載しないでください｡

２ ｢連結法人の種類｣ 等の欄の□については､ 該当するものにレ印を付してください｡

受付

印



第36号の４様式
第 三 十 八 号 の 三 様 式 の 次 に 次 の 六 様 式 を 加 え る

｡

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 15

年所得分社会保険診療等に係る所得の明細書

年 月 日

石川県 事務所長 様

住 所

氏 名 �
職 種

電話番号

生年月日

○所得税の確定申告書の区分等

(注) 医業又は歯科医業の方は､ 該当する番号を○で囲んでください｡

○所得等の明細書

(注) １ 本人が自署する場合は､ 押印を省略することができます｡

２ 租税特別措置法第26条の適用を受けない方は､ ｢ク｣ 欄の金額を求めるために用いた平均換算率の基

礎となった数値を次の算式の ( ) に記入してください｡

社会保険診療等以外の処置等を社会保険診療等によるものとした場合の請求額 ( ) 円
＝ 平均換算率 (0. )

社会保険診療等以外の処置等による請求額 ( ) 円 (小数点以下第３位まで)

申告書の区分
１ 青色申告

２ 白色申告

租税特別措置法

第26条適用の有

無

１ 適 用

２ 不適用

関与税理士の住

所・氏名・電話

番号 ( ) 局

区 分 年 所得分

Ａ

Ａ の 内 訳

概 要社会保険診療等

に係るもの Ｂ
Ｂ以外のもの

収入金額

ア 円 エ キ (ア－エ)

必要経費

イ オ ク 前年事業税額

円

差引所得

ウ (ア－イ) カ (エ－オ) ケ (キ－ク)
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第 号

年 月 日

特別徴収義務者

住所又は所在地

氏名又は名称 様

石川県 事務所長 印�
ゴルフ場利用税等級決定通知書

次のとおりゴルフ場の等級を決定しましたので､ 石川県税条例施行規則第43条の３第２項の規定により通

知します｡

ゴ

ル

フ

場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

決 定 し た 等 級 級 税 率 １人１日につき 円

適 用 年 月 日 年 月 日から適用する｡

備 考

備考 １ この通知について不服があるときは､ この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行政

不服審査法第５条の規定により知事に審査請求をすることができます｡ 審査請求書は､ 正副２通を作成

し､ なるべく当所を経由して提出してください｡

２ 処分の取消しの訴えは､ 上記審査請求に対する裁決を経た場合に限り､ 当該審査請求に係る裁決の送

達を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に､ 県を被告として (知事が､ 被告の代表者となりま

す｡) 提起することができます｡ ただし､

① 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき

② 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡
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ゴルフ場利用税非課税・課税免除適用申請書

石川県知事 様

ゴルフ場利用税の非課税・課税免除の適用を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

利 用 ゴ ル フ 場 名

利 用 年 月 日 年 月 日

住 所 区

分

□ メンバー

氏 名 □ ビジター

生 年 月 日 大 ・ 昭 ・ 平 年 月 日生

非課税等適用区分
□ 70歳以上 □ 18歳未満 □ 障害者等

□ 教育活動等 □ 国民体育大会 □ スポーツマスターズ等

証 明 書 の 種 類

□ 運転免許証 □ 学生証 □ 職員証 □ パスポート

□ 障害者手帳等 □ 学校長の証明 □ 教育委員会の証明

□ その他 ( )

備 考

備考 １ 該当する□の中にレ点を付けてください｡

２ 70歳以上､ 18歳未満及び障害者等の方は､ この申請書を､ 利用するゴルフ場が最初の利用である場合

にゴルフ場に提出してください｡ また､ 受付の際に非課税利用に該当することを証明する証明書をゴル

フ場に提示してください｡

３ 教育活動等､ 国民体育大会､ スポーツマスターズ等の利用の場合は､ 利用の都度この申請書を提出し

てください｡ その際には､ 受付に非課税・課税免除利用に該当することを証明する証明書をゴルフ場に

提出してください｡

４ この申請書を提出しない場合､ ２又は３の証明書を提示又は提出しない場合は､ 非課税・課税免除の

適用を受けられない場合があります｡



第38号の６様式
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ゴルフ場利用税の非課税・課税免除適用競技会開催等届出書

年 月 日

石川県 事務所長 様

特別徴収義務者

所在地

名 称 �
次のとおり届出します｡

ゴ

ル

フ

場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

特別徴収義務者名

期 間
年 月 日から

年 月 日まで

予 定 人 員 人

理 由

摘 要

備考 この届出書は､ 国体・スポーツマスターズ等､ ゴルフ場会場周年記念における招待､ 従業員の福利厚生の

ための利用､ プロゴルフトーナメント等を実施する場合に､ 予め提出すること｡



第38号の７様式
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ゴルフ場利用税の軽減税率適用届出書

年 月 日

石川県 事務所長 様

特別徴収義務者

所在地

名 称 �
次のとおり届出します｡

ゴ
ル
フ
場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

利
用
料
金

区 分
通 常 の 料 金 軽 減 後 の 料 金

平 日 土 曜 日 日 曜 ・
(祝休)日 平 日 土 曜 日 日 曜 ・

(祝休)日

65 歳 以 上 70 歳 未 満

早 朝

薄 暮

適

用

期

間

65 歳 以上 70 歳 未 満 年 月 日から 年 月 日まで

早 朝
年 月 日から 年 月 日まで

(利用開始時間 時 分以前)

薄 暮
年 月 日から 年 月 日まで

(利用開始時間 時 分以後)

摘 要

備考 利用料金欄には､ ビジターの料金 (利用者が任意に支払う料金は含まれない｡) を記入すること｡



第38号の８様式 (その１)
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ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書

年 月 日

石川県 事務所長 様

特別徴収義務者

所在地

名 称 �
次のとおり申請します｡

ゴ
ル
フ
場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

営 業 開 始 年 月 日
年 月 日

利

用

料

金

料 金 区 分 グリーンフィー

平 日

土 曜 日

日 曜 ・ ( 祝 休 ) 日

備考 施設概要が分かるパンフレット等と料金表を添付してください｡

施
設
の
概
要

ホール数 ホール コ ー ス 総 延 長 ヤードﾞ

面 積 ㎡ クラブハウス面積 ㎡

そ の 他

摘 要
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ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録 (変更) 申請書

年 月 日

石川県 事務所長 様

特別徴収義務者

所在地

名 称 �
次のとおり申請します｡

ゴ
ル
フ
場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

変 更 年 月 日 年 月 日

変

更

事

項

変 更 項 目 新 旧

利

用

料

金

料 金 区 分 グリーンフィー

新

平 日

土 曜 日

日曜・(祝休)日

旧

平 日

土 曜 日

日曜・(祝休)日

摘 要

備考 施設概要に変更があった場合はパンフレット等､ 利用料金に変更があった場合は料金表を添付してくださ

い｡



第41号様式 (裏)

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報22

第 四 十 一 号 様 式 ( 裏 ) 次 の よ う に 改 め る 。

年 月分利用人員内訳書

(単位：人)

区分

日付

通 常 分 軽 減 税 率 利 用 分 非 課 税 利 用 分 課税

免除

等分

備考
非会員 会員 計

65歳以
上70歳
未満

早朝 薄暮 競技会 計
18歳

未満

70歳

以上
障害者 国体

教育

活動
計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

備考 ｢課税免除等｣ 欄には､ ｢非課税利用分｣ 以外で､ グリーンキーパーがコースの維持管理のために使用す
る場合等ゴルフ場利用税が課税されない利用行為に係る人員を記載してください｡



第41号の２様式

石川県訓令第６号

総 務 部 税 務 課

県 総 合 事 務 所

県 税 事 務 所

石川県税事務取扱規程 (昭和32年石川県訓令甲第６号) の一部を次のように改正する｡

平成24年４月13日

石川県知事 谷 本 正 憲

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 23

第 四 十 一 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

ゴルフ場 (休業・再開・廃業) 届

年 月 日

石川県 事務所長 様

特別徴収義務者

所在地

名 称 �
次のとおり届出します｡

ゴ

ル

フ

場

所 在 地

(電話 － － )

名 称 又 は 屋 号

休業・再開・廃業の別 休業 ・ 再開 ・ 廃業 届出年月日 年 月 日

理 由

摘 要

備考 １ 休業の期間が１月を超えない場合は､ 届出を省略して差し支えありません｡

２ 廃業した場合は､ 10日以内に登録証票を県総合 (県税) 事務所へ返納してください｡

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す

る 。

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を

し て 使 用 す る こ と が で き る 。

訓 令



第20条第１項中 ｢ 又 は 県 民 税 利 子 割 の 納 税 義 務 者 等 に つ い て 第 十 五 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ る 事 務 の 引 継 ぎ を し た

場 合 ｣ を削る｡

第86条中 ｢ 第 十 七 条 ｣ の下に ｢ ､ 第 十 七 条 の 二 ｣ を加え､ 同条第１号中 ｢ ､ 県 た ば こ 税 及 び 固 定 資 産 税 ｣ を削り､

同条第２号中 ｢ 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 ｣ を ｢ 県 た ば こ 税 ､ 自 動 車 取 得 税 ､ 自 動 車 税 及 び 固 定 資 産 税 ｣ に改め､

｢ 及 び ハ ｣ を ｢ ､ ハ ､ ニ ､ ホ 及 び ヘ ｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 公布の日から施行し､ 改正後の石川県税事務取扱規程は､ 平成24年４月１日から適用する｡

平成 24 年４月 13 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報24

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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